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金融商品取引法改正案の概要 

‐暗号資産取引の規制－ 

 

2025年 4月 14日 

One Asia Lawyers 東京オフィス 

弁護士 松宮浩典 

 

2025 年 3 月、金融庁は、暗号資産（仮想通貨）を金融商品として法的に位置づける

ため、金融商品取引法の改正方針を公表しました（以下「本改正案」といいます）1。 

今月のニューズレターでは、本改正案の概要について解説いたします。 

 

１ 改正の背景 

 

近年、暗号資産市場は急速な拡大を遂げており、2023年における世界の暗号資産市

場の時価総額は約 408 兆円に達し、前年度末（約 157 兆円）と比較して大幅に増加し

ています2。市場の成長に伴い、価格変動も大きくなり、インサイダー取引のリスク

に加え、市場操作、ハッキング、マネーロンダリングのリスクなど、様々なリスクが

高まっています。インサイダー取引とは、上場企業の未公開の重要な情報を入手した

者が、その情報に基づいて株式等を売買し、自己の利益を図る行為を指します。当該

行為は、市場の公正性を著しく損ない、市場全体の健全な発展を阻害する要因となる

ため、現行の金融商品取引法では禁止されており、違反者には刑事罰や課徴金などが

課されます。 

 

暗号資産市場においても、同様のリスクが存在しています。過去の事例を見ても、

例えば、新たな暗号資産が取引所に上場する際や、著名人による特定の暗号資産への

投資表明は行われる際には、価格が大きく変動してきました。このような状況下で、

未公表の情報を事前に知る者が不当な利益を得ることは、情報を知らされていない一

般の投資者にとって大きな不利益となります。 

 

今回の金融庁による規制導入の動きは、現状を踏まえ、暗号資産市場の透明性を高

め、投資家保護を強化するために不可欠な措置と言えます。 

 

２ 改正の概要 

 

 
1 日経経済新聞「金融庁、仮想通貨にインサイダー規制 金商法改正へ」（2025 年 3 月 30 日） 
2 一般社団法人日本暗号資産取引業協会「暗号資産取引についての年間報告 2023 年度」（令和 6 年 9 月

30 日） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2126S0R20C25A3000000/?n_cid=NMAIL006_20250330_Y
https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/tokei_20240930.pdf
https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/tokei_20240930.pdf
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本改正の主なポイントは、暗号資産を金融商品として位置づけられるとともに、未

公表の内部情報をもとに売買することを禁じるインサイダー取引規制が新設される点

になります。主な改正案の内容は、下表のとおりです。 

 

 

① 暗号資産の法的性質の明確化 

これまで法的性質が不明確であった暗号資産を金融商品取引法において「金融

商品」として明確に位置付けることで、関連する法規制の適用が明確になり、市

場の透明性が高まり、規制の一貫性が確保されます。 

② インサイダー取引規制の導入 

金融商品取引法上のインサイダー取引規制の対象に暗号資産取引を加え、未公

表の重要な情報を利用した取引を禁止することで、市場の公正性を確保します。

例えば、発行体や交換業者の新規事業などの情報を知った関係者が公表前に取引

をした場合などが対象になる可能性があります。実際にどのような情報を重要事

実とするかなどが検討されると考えられます。 

③ 税制面の見直し 

現状では、暗号資産取引は総合課税の対象であり、売買益などに最大 55%の税

金がかかります。しかし、2025 年度の与党税制改正大綱3では、投資家保護のた

めの法整備を前提に、税率 20%の金融所得課税の対象への見直しを「検討する」

と明記しており、金融庁は今夏に提出する 2026年度の税制改正要望で、暗号資産

を分離課税にするよう求める方針です。 

 

金融庁は、今夏ごろから金融審議会の作業部会において具体的な制度設計を議論し、

2026年にも改正法案の国会提出を目指しています。今回の改正は、今後の暗号資産市

場の動向を大きく左右する可能性があり、引き続き注視していく必要があります。 

以上 

 
3 自由民主党・公明党「令和 7 年度税制改正大綱」106 頁（令和 6 年 12 月 20 日） 

 現行法制 改正の方向性 

根拠法 主に資金決済法 
金融商品取引法で仮想通貨を独立

して位置づけ 

インサイダー規制 なし 新設 

開示規制 交換業者に情報提供義務 発行体にも情報開示義務 

税制 売買益は総合課税 
税率 20％の分離課税への変更を議

論 

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf
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--------------------------------------------------------------------------------  

本記事に関するご照会は以下までお願いいたします。 

弁護士 松宮浩典 

hironori.matsumiya@oneasia.legal 

 

 

松宮浩典 

One Asia Lawyers 東京オフィス パートナー弁護士 

外資系法律事務所において日本国内外の投資ファンドを代

理して不動産を中心とするファイナンス業務に携わった

後、日系の法律事務所において企業間の紛争解決、Ｍ＆Ａ

をはじめとする企業法務全般に携わる。 

現在は、日本国内及びアジア・クロスボーダーのＭ＆Ａ、

オフィスビル、倉庫、ホテル等の大型不動産の取得及び売

却に係るファイナンス業務や企業間の紛争解決を主たる業

務としつつ、多数の企業の法律顧問又は社外監査役を務

め、コーポレート・ガバナンス関連業務も担うなど、企業

関連の法律業務全般に精通。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包

括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワー

クです。One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバー

ファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラク

ティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。   

こ の 記 事 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は 、 ホ ー ム ペ ー ジ  https://oneasia.legal ま た は

info@oneasia.legal までお願いします。 

なお、本ニューズレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グ

ループ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分

は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般

的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。

個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談くださ

い。 

 

mailto:hironori.matsumiya@oneasia.legal
https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal

